
 

令和７年度熊本総合庁舎跡地及び熊本土木事務所跡地活用事業にかかる事業者

公募・選定アドバイザリー業務委託契約書（案） 

 

委託者熊本県（以下「甲」という。）と受託者          （以下「乙」という。）

とは、令和７年度熊本総合庁舎跡地及び熊本土木事務所跡地活用事業にかかる事業者公

募・選定アドバイザリー業務について次のとおり委託契約を締結する。 

（総則） 

第１条 甲は、令和７年度熊本総合庁舎跡地及び熊本土木事務所跡地活用事業にかかる事

業者公募・選定アドバイザリー業務（以下「業務」という。）の実施を乙に委託し、乙は

これを受託する。 

（業務内容） 

第２条 業務の内容は、別紙令和７年度熊本総合庁舎跡地及び熊本土木事務所跡地活用事

業にかかる事業者公募・選定アドバイザリー業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）

のとおりとする。 

（委託料） 

第３条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金          円（うち消

費税及び地方消費税の額          円）とする。 

（委託期間） 

第４条 業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、この契約の締結日から令和８ 

年（２０２６年）３月３１日までとする。 

（契約保証金） 

第５条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金          円を

甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付けない。 

３ 第１項の契約保証金は、第９条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない

ものとする。 

４ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を甲

に帰属させることができる。 

５ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行したときに第１項の契約保証金を還付す

るものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又はこの契約により生ずる

義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の文書による承諾を

得たときは、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第７条 乙は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あ



らかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

（業務工程表の提出） 

第８条 乙は、この契約締結後１４日を経過する日までに仕様書に基づいて業務工程表を

作成し、甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第９条 乙は、業務の実施に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によってその損害

が生じた場合は、この限りではない。 

（業務内容の変更等） 

第１０条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又はこの業務の全部若しく

は一部を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更

する必要があるときは、甲、乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。 

（資料等の貸与及び返還） 

第１１条 甲は、乙が業務を履行する上で必要と認められる資料、情報等を貸与するもの

とする。 

２ 業務遂行上不要となった資料、情報等があるときは、乙は遅滞なくこれを甲に返還す

る。 

（委託料の支払） 

第１２条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出しなければ

ならない。 

２ 乙は、前項の業務完了報告書を提出し、甲の検査に合格したときは、遅滞なく、委託

料の支払請求書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、前項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から３

０日以内に、委託料を乙に支払わなければならない。 

（遅延利息） 

第１３条 甲は、委託料を前条第３項に規定する期日までに支払わなかったときは、当該

期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の財務大臣の決定

する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を乙に支払わなければならない。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは遅延利息を支払

うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるもの

とする。 

（引渡し前における成果物の使用） 

第１４条 甲は、業務が完了する前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て

使用することができる。 

２ 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意を持って使用しなけ

ればならない。 



３ 甲は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（甲の解除権） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除すること

ができる。  

(1) 乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、乙が委託期間内にこの契約の全部若 

しくは一部を履行しないとき、又はその履行の見込みがないことが明らかになったと 

き。 

(2) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。  

(3) 乙の業務の処理が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思が 

ないと認められるとき。 

(4) 乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したとき。 

(5) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。 

ア 乙が熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下この号におい 

て「条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められ 

るとき。 

イ 乙の役員又は使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める使用 

人をいう。以下この号において同じ。）が乙若しくは第三者の不正な利益を図り、 

又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団（暴力団員による不当な行為の 

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下この号において「法」という。） 

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）の威力を利用 

したと認められるとき。 

ウ 乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団 

の運営に資することとなることを知りながら、法第２条第６号に規定する暴力団員 

に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、乙の責めに帰すべき事由が無

いときを除き、甲に委託料の１００分の１０に相当する金額を違約金として支払うもの 

とする。  

３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の 

提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充 

当することができる。  

（契約不適合責任） 

第１６条 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであ

る場合、甲は、不適合を知った時から１年以内に乙にその旨を通知し、甲の指定した方

法による履行の追完、委託料の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすること

ができる。 

２ 前項の規定は、その不適合が甲の指示により生じたものであるときは適用しない。た 



だし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りで 

ない。 

（秘密の保持） 

第１７条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し

た後も同様とする。 

（個人情報の保護） 

第１８条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別

記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（関係法令の遵守） 

第１９条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

その他関係法令を遵守しなければならない。 

（管轄裁判所） 

第２０条 この契約について、訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所

を専属管轄裁判所とする。 

（疑義等の解決） 

第２１条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上、解決するものとする。 

 

※紙による契約の場合 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通

を所持する。 

※電子による契約の場合 

 この契約の成立を証するため、本電子契約書ファイルを作成し、甲、乙が電子署名を行

い、各自その電磁的記録を保管する。 

 

 

  令和  年（     年）  月  日 

 

         甲 熊本県 

代表者 熊本県知事 木村 敬 

 

 

         乙  

 


